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不動産特定共同事業法（抄）平成六年六月二十九日号外法律第七十七号 

（欠格事由） 

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。 

一 法人でない者（外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。） 

二 宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない法人 

三 第三十六条の規定により第三条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過し

ない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許

可（当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第十号ルにおいて同じ。）を取り消され、

その取消しの日から五年を経過しない法人 

四 第三十六条各号のいずれかに該当するとして第三条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手

続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日から当該処分があった日

又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当する旨の同項の

規定による届出をした法人で当該届出の日から五年を経過しないもの 

五 第五十三条の規定により第四十一条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経

過しない法人 

六 第五十三条各号のいずれかに該当するとして第四十一条第一項の登録の取消しの処分に係る行

政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの

決定があった日までの間に第四十八条第一項第四号に該当する旨の同項の規定による届出をした

法人で当該届出の日から五年を経過しないもの 

七 第六十一条第八項の規定により適格特例投資家限定事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から

五年を経過しない法人 

八 第六十一条第八項の規定による適格特例投資家限定事業の廃止の処分に係る行政手続法第十五

条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日

までの間に第十一条第一項第四号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の

日から五年を経過しないもの 

九 この法律、宅地建物取引業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

（昭和二十九年法律第百九十五号）又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑（こ

れに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の

執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 

十 役員（業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧

問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役

若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

以下この号、次条第三号、第三十五条第一項第六号、第四十四条第五号、第五十二条第一項第六

号及び第六十一条第六項第六号において同じ。）又は政令で定める使用人のうちに次のいずれか

に該当する者のある法人 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われてい

る者 

ロ 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を

終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 

ハ 前号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法

律第七十七号）の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。）

若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法

律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若し

くは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の

罪を犯したことにより、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない

者 

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号
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に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（次号において「暴力団員等」と

いう。） 

ホ 不動産特定共同事業者が第三十六条の規定により第三条第一項の許可を取り消された場合に

おいて、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以

内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの 

ヘ 不動産特定共同事業者が第三十六条各号のいずれかに該当するとして第三条第一項の許可の

取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分があった日

又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当する旨の同項

の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前六十日以内に当該不動産特定共

同事業者の役員であった者で当該届出の日から五年を経過しないもの 

ト 小規模不動産特定共同事業者が第五十三条の規定により第四十一条第一項の登録を取り消さ

れた場合において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日

前六十日以内に当該小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から五年

を経過しないもの 

チ 小規模不動産特定共同事業者が第五十三条各号のいずれかに該当するとして第四十一条第一

項の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分

があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第四十八条第一項第四号に該当

する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前六十日以内に当該

小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該届出の日から五年を経過しないもの 

リ 適格特例投資家限定事業者が第六十一条第八項の規定により適格特例投資家限定事業の廃止

を命ぜられた場合において、その廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ

った日前六十日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で当該処分の日から五

年を経過しないもの 

ヌ 適格特例投資家限定事業者が第六十一条第八項の規定による適格特例投資家限定事業の廃止

の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処

分をしないことの決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当する旨の同項の規定

による届出をした場合において、当該通知があった日前六十日以内に当該適格特例投資家限定

事業者の役員であった者で当該届出の日から五年を経過しないもの 

ル この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可を取り

消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該許可を取り消された法人の当該取消し

の日前六十日以内に役員に相当する者であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

を含む。） 

ヲ 心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者として主務省令

で定めるもの 

十一 暴力団員等がその事業活動を支配する法人 

十二 第四号事業を行おうとする場合にあっては、金融商品取引法第二十九条の登録を受けていな

い法人 

（許可の基準） 

第七条 主務大臣又は都道府県知事は、第五条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準（第

一号事業又は第三号事業を行おうとする者以外の者にあっては第五号に掲げるものを除き、特例投

資家のみを相手方又は事業参加者として第一号事業を行おうとする者にあっては第一号事業に係る

第五号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする特例事業者のみの委託を受けて第

三号事業を行おうとする者にあっては第三号事業に係る第五号に掲げるものを除き、電子取引業務

を行おうとする者以外の者にあっては第七号に掲げるものを除く。）に適合していると認めるとき

でなければ、第三条第一項の許可をしてはならない。 

一 その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして不動産特定共同

事業の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。 

二 その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当す

る額を満たすものであること。 
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三 その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前五年以内に不動産特定共

同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。 

四 その事務所が第十七条第一項に規定する要件を満たすものであること。 

五 その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。 

六 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであるこ

と。 

七 電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されているものであること。 

（変更の許可） 

第八条 不動産特定共同事業者が第三条第一項の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引

き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合（不動産特定共同事業の種別の変更をしようとす

る場合を除く。）においては、第五条の規定にかかわらず、第一号又は第二号に該当するときは

当該各号に定めるその有し、又は設置することとなった事務所の所在地を管轄する都道府県知事

に対し、第三号に該当するときは主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、同条第一項

第三号及び第十二号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 

一 主務大臣の許可を受けた者（第三号事業又は第四号事業を行う者以外の者に限る。）が一の都

道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。 

二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の

都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。 

三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったと

き。 

２ 前項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、主務大臣又は都道府県知事は、

前条の規定にかかわらず、その提出をした者が同条第三号、第四号及び第六号に掲げる基準に適

合すると認めるときは、第三条第一項の許可をしなければならない。 


